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秋 田 な ま は げ 農 業 協 同 組 合  

 

（ 平 成 1 7年 4月 1日 制 定 、 令 和 4年 4月 1日 最 終 改 定 ）  

 

 秋 田 な ま は げ 農 業 協 同 組 合 （ 以 下 「 当 組 合 」 と い い ま す 。） は 、 組 合 員 ・ 利 用 者 等 の 皆 様 の 個 人 情 報 を 正 し く

取 扱 う こ と が 当 組 合 の 事 業 活 動 の 基 本 で あ り 社 会 的 責 務 で あ る こ と を 認 識 し 、 以 下 の 方 針 を 遵 守 す る こ と を 誓

約 し ま す 。  

 

１ ． 関 連 法 令 等 の 遵 守  

  当 組 合 は 、個 人 情 報 を 適 正 に 取 扱 う た め に 、「 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 法 律 」（ 以 下「 保 護 法 」と い い ま す 。）

そ の 他 、 個 人 情 報 保 護 に 関 す る 関 係 諸 法 令 お よ び 個 人 情 報 保 護 委 員 会 の ガ イ ド ラ イ ン 等 に 定 め ら れ た 義 務 を

誠 実 に 遵 守 し ま す 。  

  個 人 情 報 と は 、 保 護 法 第 ２ 条 第 １ 項 、 第 ２ 項 に 規 定 す る 、 生 存 す る 個 人 に 関 す る 情 報 で 、 特 定 の 個 人 を 識

別 で き る も の を い い 、 以 下 も 同 様 と し ま す 。  

  ま た 、当 組 合 は 、特 定 個 人 情 報 を 適 正 に 取 扱 う た め に 、「 行 政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す る た め の 番

号 の 利 用 等 に 関 す る 法 律 」（ 以 下 「 番 号 利 用 法 」 と い い ま す 。） そ の 他 、 特 定 個 人 情 報 の 適 正 な 取 扱 い に 関 す

る 関 係 諸 法 令 お よ び ガ イ ド ラ イ ン 等 に 定 め ら れ た 義 務 を 誠 実 に 遵 守 し ま す 。  

  特 定 個 人 情 報 と は 、 番 号 利 用 法 ２ 条 第 ８ 項 に 規 定 す る 、 個 人 番 号 を そ の 内 容 に 含 む 個 人 情 報 を い い 、 以 下

も 同 様 と し ま す 。  

２ ． 利 用 目 的  

  当 組 合 は 、 個 人 情 報 の 取 扱 い に お い て 、 利 用 目 的 を で き る 限 り 特 定 し た う え 、 あ ら か じ め ご 本 人 の 同 意 を

得 た 場 合 お よ び 法 令 に よ り 例 外 と し て 扱 わ れ る べ き 場 合 を 除 き 、 そ の 利 用 目 的 の 達 成 に 必 要 な 範 囲 内 で の み

個 人 情 報 を 利 用 し ま す 。 た だ し 、 特 定 個 人 情 報 に お い て は 、 利 用 目 的 を 特 定 し 、 ご 本 人 の 同 意 の 有 無 に 関 わ

ら ず 、 利 用 目 的 の 範 囲 を 超 え た 利 用 は 行 い ま せ ん 。  

  ご 本 人 と は 、 個 人 情 報 に よ っ て 識 別 さ れ る 特 定 の 個 人 を い い 、 以 下 も 同 様 と し ま す 。 利 用 目 的 は 、 法 令 に

よ り 例 外 と し て 扱 わ れ る べ き 場 合 を 除 き 、 あ ら か じ め 公 表 す る か 、 取 得 後 速 や か に ご 本 人 に 通 知 し 、 ま た は

公 表 し ま す 。 た だ し 、 ご 本 人 か ら 直 接 書 面 で 取 得 す る 場 合 に は 、 あ ら か じ め 明 示 し ま す 。  

３ ． 適 正 取 得  

  当 組 合 は 、 個 人 情 報 を 取 得 す る 際 、 適 正 か つ 適 法 な 手 段 で 取 得 い た し ま す 。  

４ ． 安 全 管 理 措 置  

  当 組 合 は 、 取 扱 う 個 人 デ ー タ 及 び 特 定 個 人 情 報 を 利 用 目 的 の 範 囲 内 で 正 確 ・ 最 新 の 内 容 に 保 つ よ う 努 め 、

ま た 安 全 管 理 の た め に 必 要 ・ 適 切 な 措 置 を 講 じ 従 業 者 お よ び 委 託 先 を 適 正 に 監 督 し ま す 。  

  な お 、個 人 デ ー タ と は 、保 護 法 第 1 6条 第 ３ 項 が 規 定 す る 、個 人 情 報 デ ー タ ベ ー ス 等（ 保 護 法 第 1 6条 第 １ 項 ）

を 構 成 す る 個 人 情 報 を い い 、 以 下 同 様 と し ま す 。  

５ ． 仮 名 加 工 情 報 及 び 匿 名 加 工 情 報 の 取 扱 い  

  当 組 合 は 、 仮 名 加 工 情 報 （ 保 護 法 第 ２ 条 第 ５ 項 ） 及 び 匿 名 加 工 情 報 （ 保 護 法 第 ２ 条 第 ６ 項 ） の 取 扱 い に 関

し て は 、 保 護 法 ・ ガ イ ド ラ イ ン 等 に 則 し て 、 安 全 管 理 に 関 す る 必 要 か つ 適 切 な 措 置 を 講 じ ま す 。  

６ ． 第 三 者 提 供 の 制 限  

  当 組 合 は 、 法 令 に よ り 例 外 と し て 扱 わ れ る べ き 場 合 を 除 き 、 あ ら か じ め ご 本 人 の 同 意 を 得 る こ と な く 、 個

人 デ ー タ を 第 三 者 に 提 供 し ま せ ん 。  

  ま た 、 当 組 合 は 、 番 号 利 用 法 1 9条 各 号 に よ り 例 外 と し て 扱 わ れ る べ き 場 合 を 除 き 、 ご 本 人 の 同 意 の 有 無 に

関 わ ら ず 、 特 定 個 人 情 報 を 第 三 者 に 提 供 し ま せ ん 。  

７ ． 機 微 （ セ ン シ テ ィ ブ ） 情 報 の 取 り 扱 い  

  当 組 合 は 、ご 本 人 の 機 微（ セ ン シ テ ィ ブ ）情 報（ 要 配 慮 個 人 情 報 並 び に 労 働 組 合 へ の 加 盟 、門 地 、本 籍 地 、

保 健 医 療 等 に 関 す る 情 報 ） に つ い て は 、 法 令 等 に 基 づ く 場 合 や 業 務 遂 行 上 必 要 な 範 囲 に お い て ご 本 人 の 同 意

を い た だ い た 場 合 等 を 除 き 、 取 得 ・ 利 用 ・ 第 三 者 提 供 は い た し ま せ ん 。  

８ ． 開 示 ・ 訂 正 ・ 利 用 停 止 等  

  当 組 合 は 、 保 有 個 人 デ ー タ 等 に つ き 、 法 令 に 基 づ き ご 本 人 か ら の 開 示 ・ 訂 正 ・ 利 用 停 止 等 に 応 じ ま す 。  

  保 有 個 人 デ ー タ と は 、 保 護 法 第 1 6条 第 ４ 項 に 規 定 す る デ ー タ を い い ま す 。  

９ ． 苦 情 窓 口  

  当 組 合 は 、 個 人 情 報 に つ き 、 ご 本 人 か ら の 質 問 ・ 苦 情 に 対 し 迅 速 か つ 適 切 に 取 り 組 み 、 そ の た め の 内 部 体

制 の 整 備 に 努 め ま す 。  

1 0． 継 続 的 改 善  

  当 組 合 は 、 個 人 情 報 に つ い て 、 適 正 な 内 部 監 査 を 実 施 す る な ど し て 、 本 保 護 方 針 の 継 続 的 な 改 善 に 努 め ま

す 。  

 

以  上  


